
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿からの画像光を固体撮像素子により読み取ってアナログ画像信号に変換した後、該
アナログ画像信号を画像を記録するためのデジタル画像信号に変換する画像読取装置にお
いて、
　該画像読取装置の回路基板を、前記固体撮像素子が設けられると共に前記固体撮像素子
により読み取った画像光をアナログ画像信号に変換するための回路部品が設けられたアナ
ログ回路基板と、前記アナログ画像信号をデジタル画像信号に変換するための回路部品が
設けられたデジタル回路基板とに二分割し、かつ前記アナログ回路基板とデジタル回路基
板とをフレキシブルケーブルによって電気的に接続し

ことを特徴とする画像読取
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は画像読取装置に係り、特に、原稿からの画像光を固体撮像素子により読み取って
アナログ画像信号に変換した後、該アナログ画像信号を画像を記録するためのデジタル画
像信号に変換する画像読取装置に関する。
【０００２】

10

20

JP 3662717 B2 2005.6.22

、かつ前記アナログ回路基板の周囲
に遮光カバーを設けると共に、前記アナログ回路基板と前記遮光カバーとの間に隙間を設
け、当該隙間を遮光性及び可撓性を有する部材により塞いだ、



【従来の技術】
原稿画像に光を照射し、その反射又は透過光をＣＣＤセンサによって読み取って、原稿画
像を画像データとして記録する画像読取装置が知られている。
【０００３】
この種の画像読取装置では、原稿へ光が照射され、原稿からの画像光（反射又は透過光）
がレンズを介してＣＣＤセンサに案内され、これにより、画像光が撮像されてアナログ画
像信号に変換される。さらに、このアナログ画像信号をデジタル画像信号に変換すること
により、原稿画像が画像データとして読取／記録される構成である。
【０００４】
ところで、このような従来の画像読取装置では、ＣＣＤセンサが設けられると共にアナロ
グ画像信号をデジタル画像信号に変換するデジタル変換部を備えた回路基板が、単一品と
して構成されていたため、この回路基板の配置位置等が制限されたり回路基板によって装
置の体格が決定され、結果的にスペースを有効に利用できなくて装置の体格が大型化する
欠点があった。換言すれば、前記回路基板のために装置の大きさに制限を受け易く、装置
を最小限に小型化することが困難であり、このための対策が望まれていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記事実を考慮し、装置を最小限に小型化することが可能になる画像読取装置
を得ることが目的である。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に係る発明の画像読取装置は、原稿からの画像光を固体撮像素子により読み取
ってアナログ画像信号に変換した後、該アナログ画像信号を画像を記録するためのデジタ
ル画像信号に変換する画像読取装置において、該画像読取装置の回路基板を、前記固体撮
像素子が設けられると共に前記固体撮像素子により読み取った画像光をアナログ画像信号
に変換するための回路部品が設けられたアナログ回路基板と、前記アナログ画像信号をデ
ジタル画像信号に変換するための回路部品が設けられたデジタル回路基板とに二分割し、
かつ前記アナログ回路基板とデジタル回路基板とをフレキシブルケーブルによって電気的
に接続し

ことを特徴としている。
【０００７】
請求項１に記載の発明によれば、画像読取装置の回路基板がアナログ回路基板とデジタル
回路基板とに二分割されて構成されるため、各回路基板の配置位置等に制限を受け難くな
り、装置のスペースを有効に利用することができるようになる。すなわち、各回路基板の
ために装置の大きさが制限を受け難くなり、したがって装置を最小限に小型化することが
可能になる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
図１には、本発明の実施の形態に係る画像読取／記録装置１０の概略全体構成図が示され
ている。
【０００９】
この画像読取／記録装置１０は、画像読取部であるスキャナ部ＳＣＮと、読み取った画像
データに基づいて画像を記録するプリンタ部ＰＲＴと、によって構成されており、機台１
２上にスキャナ部ＳＣＮが配設されている。また、プリンタ部ＰＲＴは、機台１２の内部
に配設されている。
（スキャナ部ＳＣＮ）
図１には、本実施の形態に係るスキャナ部ＳＣＮが示されている。
【００１０】
スキャナ部ＳＣＮは箱型のケーシング２００によって被覆されており、上面中央部には、
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矩形の開口部が設けられ、透明のプラテンガラス２０２が嵌め込まれている。プラテンガ
ラス２０２は、平面原稿載置台としての機能を有し、その上には、平面画像を記録した原
稿が下向きに載置されるようになっている。
【００１１】
プラテンガラス２０２上には、開閉可能な押さえカバー２０４が設けられている。この押
さえカバー２０４は、ケーシング２００の奥側において、ケーシング２００にヒンジ止め
されており、このヒンジを中心に回動可能となっている。
【００１２】
従って、この押さえカバー２０４の閉止状態では、原稿を上からプラテンガラス２０２の
方向に押圧保持することができる。
【００１３】
ケーシング２００の上面手前側には、図示しない操作／表示パネルが配設され、各種の機
能の指示、また装置内の動作状態の表示等がなされるようになっている。
【００１４】
ケーシング２００内には、走査部２０８が配設されている。走査部２０８は、コントロー
ラ２０９によって制御される。この走査部２０８は、第１のキャリッジ２１４と、第２の
キャリッジ２２０と、固定ユニット２２８と、で構成されている。
【００１５】
図２及び図３に詳細に示す如く、第１のキャリッジ２１４は、原稿画像の幅方向（主走査
方向）に延出されたハロゲンランプ２１１及びリフレクタ２１３を備えた光源２１０が設
けられると共に、この光源２１０と同様に原稿画像の幅方向に延出され上方へ向いて配置
された反射ミラーとしての第１のミラー２１２が組み込まれている。この第１のキャリッ
ジ２１４は、プラテンガラス２０２の下方で原稿面に沿って副走査方向に往復移動し、こ
の際に光源２１０からの光をプラテンガラス２０２面上に載置された原稿に照射し、その
反射光（垂下する光軸の光）を第１のミラー２１２で９０°偏向し、第２のキャリッジ２
２０へ案内する役目を有している。
【００１６】
第２のキャリッジ２２０には、第２のミラー２１６及び第３のミラー２１８が組み込まれ
ている。第２のミラー２１６は、反射面が前記第１のミラー２１２と対向しかつ平行な状
態とされており、第１のミラー２１２から光を受けると、第２のミラー２１６で９０°偏
向し、さらに第３のミラー２１８で９０°偏向する。この第３のミラー２１８で最終的に
プラテンガラス２０２の面と平行とされた光は、固定ユニット２２８へと至るようになっ
ている。
【００１７】
一方、固定ユニット２２８は、絞り２２２、色調整フィルタ及びＮＤフィルタ等で４枚構
成とされるフィルタ群２２４、及び結像のためのレンズ２２６によって構成されている。
この固定ユニット２２８では、絞り２２２（可変絞り機構部）やフィルタ群２２４のＮＤ
フィルタによって光量の調整が行われ、さらにフィルタ群２２４の色調整フィルタによっ
て各色バランスの調整が行われる。さらに、レンズ２２６によって、原稿画像を固体撮像
素子としてのＣＣＤラインセンサ２３０の受光面上で結像する構成となっている。
【００１８】
以上の構成の走査部２０８における第１のキャリッジ２１４及び第２のキャリッジ２２０
は、プラテンガラス２０２の下方で原稿面に沿って副走査方向に往復移動するが、このと
き、原稿反射位置からＣＣＤラインセンサ２３０の受光部までの光路長を常に一定に維持
するべく、第２のキャリッジ２２０が第１のキャリッジ２１４の１／２の搬送速度で同一
方向へ移動するようになっている。この第１のキャリッジ２１４及び第２のキャリッジ２
２０の１往復動作が１画像分の走査であり（往路時に画像読取）、これにより、プラテン
ガラス２０２上の原稿画像をＣＣＤラインセンサ２３０によって撮像することができる。
【００１９】
ここで、図２及び図３に示す如く、ＣＣＤラインセンサ２３０は、アナログ回路基板２４
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０に設けられている。このアナログ回路基板２４０は、レンズ２２６からの画像光がＣＣ
Ｄラインセンサ２３０の受光面上に最適に結像するように位置調整されて固定されている
。さらに、このアナログ回路基板２４０は、フレキシブルケーブル２４２によってデジタ
ル回路基板２４４に電気的に接続されている。これにより、ＣＣＤラインセンサ２３０が
撮像した画像光は、アナログ回路基板２４０によってアナログ画像信号に変換され、さら
に、このアナログ画像信号はデジタル回路基板２４４によってデジタル画像信号に変換さ
れて、原稿画像が画像データとして読取／記録される構成である。
【００２０】
また、ＣＣＤラインセンサ２３０（アナログ回路基板２４０）の周囲には遮光カバー２４
６が設けられており、ＣＣＤラインセンサ２３０を外部から遮光している。
【００２１】
一方、ケーシング２００上面には、プラテンガラス２０２の上を所定の隙間を持って主走
査方向へ移動するプルーフ用光源ユニット２３２が配設されている。このプルーフ用光源
ユニット２３２は、プラテンガラス２０２上に透過原稿が載置された場合の光源として適
用されるものである。
【００２２】
すなわち、このプルーフ用光源ユニット２３２は、その一端部（装置奥側）が光源ユニッ
ト駆動部２３４と連結されており、この光源ユニット駆動部２３４の駆動力により、前記
第１のキャリッジ２１４と同等の動作を行う。
【００２３】
ここで、透過原稿を走査する場合には、第１のキャリッジ２１４と同期がとられてプルー
フ用光源ユニット２３２が動作する。このとき、第１のキャリッジ２１４の光源２１０は
消灯しておき、プルーフ用光源ユニット２３２内の光源（図示省略）が点灯することによ
り、第１のミラー２１２で透過原稿画像を得ることができる。その後の動作は、反射原稿
の場合と同様である。
（プリンタ部ＰＲＴ）
図１には、画像読取／記録装置１０の機台１２内のプリンタ部ＰＲＴが示されている。
【００２４】
機台１２の内部には、感光材料１６を収納する感材マガジン１４が配置されており、感材
マガジン１４から引き出されたこの感光材料１６の感光（露光）面が左方へ向くように感
光材料１６が感材マガジン１４にロール状に巻き取られている。
【００２５】
感材マガジン１４の感光材料取出し口の近傍には、ニップローラ１８およびカッタ２０が
配置されており、感材マガジン１４から感光材料１６を所定長さ引き出した後に切断する
ことができる。カッタ２０は、例えば固定刃と移動刃から成るロータリータイプのカッタ
とされており、移動刃を回転カム等によって上下に移動させて固定刃と噛み合わせ感光材
料１６を切断することができる。
【００２６】
カッタ２０の側方には、複数の搬送ローラ２４、２６、２８、３０、３２、３４が順に配
置されており、各搬送ローラの間には図示しないガイド板が配設されている。所定長さに
切断された感光材料１６は、まず搬送ローラ２４、２６の間に設けられた露光部２２へ搬
送される。
【００２７】
この露光部２２の左側には露光装置３８が設けられている。露光装置３８には、３種のＬ
Ｄ、レンズユニット、ポリゴンミラー、ミラーユニットが配置されており（何れも、図示
省略）、露光装置３８から光線Ｃが露光部２２に送られて、感光材料１６が露光されるよ
うになっている。
【００２８】
なお、ＬＤをポリゴンミラーで振り子の如く走査する構成を用いず、ＬＥＤを主走査方向
に配列して１ラインを同時に露光する構成であってもよい。
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【００２９】
さらに、露光部２２の上方には、感光材料１６をＵ字状に湾曲させて搬送するＵターン部
４０及び画像形成用溶媒を塗布する為の水塗布部５０が設けられている。尚、本実施の形
態において画像形成用溶媒としては水が用いられる。
【００３０】
感材マガジン１４から上昇し露光部２２にて露光された感光材料１６は、搬送ローラ２８
、３０によりそれぞれ挟持搬送されてＵターン部４０の上側寄りの搬送経路を通過しつつ
水塗布部５０へ送り込まれる。
【００３１】
一方、機台１２内の図１左上端部には受像材料１０８を収納する受材マガジン１０６が配
置されている。この受像材料１０８の画像形成面には媒染剤を有する色素固定材料が塗布
されており、受材マガジン１０６から引き出された受像材料１０８の画像形成面が下方へ
向くように受像材料１０８が受材マガジン１０６にロール状に巻き取られている。
【００３２】
受材マガジン１０６の受像材料取出し口の近傍には、ニップローラ１１０が配置されてお
り、受材マガジン１０６から受像材料１０８を引き出すと共にそのニップを解除すること
ができる。
【００３３】
ニップローラ１１０の側方にはカッタ１１２が配置されている。カッタ１１２は前述の感
光材料用のカッタ２０と同様に、例えば固定刃と移動刃から成るロータリータイプのカッ
タとされており、移動刃を回転カム等によって上下に移動させて固定刃と噛み合わせるこ
とにより、受材マガジン１０６から引き出された受像材料１０８を感光材料１６よりも短
い長さに切断するようになっている。
【００３４】
カッタ１１２の側方には、搬送ローラ１３２、１３４、１３６、１３８及び図示しないガ
イド板が配置されており、所定長さに切断された受像材料１０８を熱現像転写部１２０側
に搬送できるようになっている。
【００３５】
熱現像転写部１２０は、それぞれ複数の巻き掛けローラ１４０に巻き掛けられて、それぞ
れ上下方向を長手方向としたループ状にされた一対の無端ベルト１２２、１２４を有して
いる。従って、これらの巻き掛けローラ１４０のいずれかが駆動回転されると、これらの
巻き掛けローラ１４０に巻き掛けられた一対の無端ベルト１２２、１２４がそれぞれ回転
される。
【００３６】
これら一対の無端ベルト１２２、１２４の内の図上、右側の無端ベルト１２２のループ内
には、上下方向を長手方向とした平板状に形成された加熱板１２６が、無端ベルト１２２
の左側の内周部分に対向しつつ配置されている。この加熱板１２６の内部には、図示しな
い線状のヒータが配置されており、このヒータによって加熱板１２６の表面を昇温して所
定の温度に加熱できるようになっている。
【００３７】
従って、感光材料１６は、搬送経路の最後の搬送ローラ３４により熱現像転写部１２０の
一対の無端ベルト１２２、１２４間に送り込まれる。また、受像材料１０８は感光材料１
６の搬送に同期して搬送され、感光材料１６が所定長さ先行した状態で、搬送経路の最後
の搬送ローラ１３８により熱現像転写部１２０の一対の無端ベルト１２２、１２４間に送
り込まれて、感光材料１６に重ね合わせられる。
【００３８】
この場合、受像材料１０８は感光材料１６よりも幅方向寸法および長手方向寸法がいずれ
も小さい寸法となっているため、感光材料１６の周辺部は四辺とも受像材料１０８の周辺
部から突出した状態で重ね合わせられることになる。
【００３９】
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以上より、一対の無端ベルト１２２、１２４によって重ね合わされた感光材料１６及び受
像材料１０８は、重ね合わせられた状態のままで一対の無端ベルト１２２、１２４によっ
て挟持搬送されるようになる。さらに、重ね合わされた感光材料１６と受像材料１０８が
、一対の無端ベルト１２２、１２４間に完全に収まった時点で、一対の無端ベルト１２２
、１２４は回転を一旦停止し、挟持した感光材料１６と受像材料１０８を加熱板１２６で
加熱する。感光材料１６は、この挟持搬送時及び停止時において無端ベルト１２２を介し
て加熱板１２６により加熱されることとなり、加熱に伴って、可動性の色素を放出し、同
時にこの色素が受像材料１０８の色素固定層に転写されて、受像材料１０８に画像が得ら
れる構成である。
【００４０】
さらに、一対の無端ベルト１２２、１２４に対して材料供給方向下流側には、剥離爪１２
８が配置されており、この剥離爪１２８が一対の無端ベルト１２２、１２４間で挟持搬送
される感光材料１６と受像材料１０８のうち、感光材料１６の先端部のみに係合し、一対
の無端ベルト１２２、１２４間より突出したこの感光材料１６の先端部を受像材料１０８
から剥離させることができる。
【００４１】
剥離爪１２８の左方には感材排出ローラ１４８が配置されており、剥離爪１２８に案内さ
れながら左方へ移動される感光材料１６を、更に廃棄感光材料収容部１５０側へ搬送し得
るようになっている。
【００４２】
この廃棄感光材料収容部１５０は、感光材料１６が巻き付けられるドラム１５２及び、こ
のドラム１５２に一部が巻き掛けられているベルト１５４を有している。さらに、このベ
ルト１５４は複数のローラ１５６に巻き掛けられており、これらローラ１５６の回転によ
って、ベルト１５４が廻され、これに伴ってドラム１５２が回転するようになっている。
【００４３】
従って、ローラ１５６の回転によりベルト１５４が廻された状態で、感光材料１６が送り
込まれると、感光材料１６がドラム１５２の周りに集積できるようになっている。
【００４４】
他方、一対の無端ベルト１２２、１２４の下方から左方に向かって受像材料１０８を搬送
し得るように受材排出ローラ１６２、１６４、１６６、１６８、１７０が順に配置されて
おり、一対の無端ベルト１２２、１２４から排出された受像材料１０８は、これら受材排
出ローラ１６２、１６４、１６６、１６８、１７０によって搬送されて、トレイ１７２へ
排出される構成である。
【００４５】
以下に本実施の形態の作用を説明する。
まず、スキャナ部ＳＣＮにおける原稿画像の読取制御について説明する。
【００４６】
画像の記録処理が開始される以前の状態においては、第１のキャリッジ２１４及び第２の
キャリッジ２２０は画像記録領域を外れた待機位置（ホームポジション）に位置している
。
【００４７】
画像の記録処理を行うためにプラテンガラス２０２面上に原稿を載置し、押さえカバー２
０４を閉じ、操作／表示パネルのキー操作によって読取開始が指示されると、スキャニン
グが開始される。
【００４８】
このスキャニングでは、反射原稿の場合は光源２１０を点灯し、第１のキャリッジ２１４
及び第２のキャリッジ２２０を同期させて動作を開始する。すなわち、第１のキャリッジ
２１４及び第２のキャリッジ２２０が原稿面に沿って副走査方向に往復移動する。この際
には、第１のキャリッジ２１４の搬送速度Ｖ 1  と、第２のキャリッジ２２０の搬送速度Ｖ

2  との関係は、Ｖ 1  ＝２Ｖ 2  である。これを維持することによって、原稿画像面からＣＣ
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Ｄラインセンサ２３０の受光面までの光路長を常に一定に維持することができる。
【００４９】
スキャニングによってＣＣＤラインセンサ２３０が撮像した画像光は、アナログ回路基板
２４０によってアナログ画像信号に変換され、さらに、このアナログ画像信号はデジタル
回路基板２４４によってデジタル画像信号に変換されて、原稿画像が画像データとして得
られる。さらに、この得られた画像データは、パソコン等のＲＡＭメモリやハードディス
クに記録され、所定の画像処理が施された後、プリンタ部ＰＲＴへ送られる。
【００５０】
ここで、このスキャナ部ＳＣＮにおいては、画像データを得るための画像読取系が、ＣＣ
Ｄラインセンサ２３０が設けられたアナログ回路基板２４０とデジタル回路基板２４４と
に二分割されて構成されるため、各回路基板の配置位置等に制限を受け難くなり、装置の
スペースを有効に利用することができる。すなわち、各回路基板のために装置の大きさが
制限を受け難くなり、したがって装置を最小限に小型化することが可能になる。
【００５１】
また、アナログ回路基板２４０とデジタル回路基板２４４とはフレキシブルケーブル２４
２によって電気的に接続された構成であるため、レンズ２２６からの画像光がＣＣＤライ
ンセンサ２３０の受光面上に最適に結像するようにアナログ回路基板２４０を位置調整す
る際に、各部に不要な力が加わることがなく、また位置調整のための作業性も向上する。
【００５２】
またこの場合、ＣＣＤラインセンサ２３０（アナログ回路基板２４０）の周囲に設けられ
た遮光カバー２４６に若干の隙間を設けると共に、この隙間を遮光性のスポンジ等によっ
て塞いでおけば、前記ＣＣＤラインセンサ２３０（アナログ回路基板２４０）の位置調整
のために各装置毎に取付け位置のバラツキが生じても、ＣＣＤラインセンサ２３０（アナ
ログ回路基板２４０）と遮光カバー２４６とが干渉することがなく、好適に取り付けるこ
とができる。
【００５３】
次に、プリンタ部ＰＲＴの動作を説明する。
感材マガジン１４がセットされた後には、ニップローラ１８が作動され、感光材料１６が
ニップローラ１８によって引き出される。感光材料１６が所定長さ引き出されると、カッ
タ２０が作動して、感光材料１６が所定長さに切断されると共に、その感光（露光）面を
左方へ向けた状態で露光部２２へ搬送される。そして、この感光材料１６の露光部２２の
通過と同時に露光装置３８が作動し、露光部２２に位置する感光材料１６へ画像が走査露
光される。露光装置３８には、前述したスキャナＳＣＮ部で読み取った画像データがパソ
コンで画像処理されて入力されており、この入力されたデータに基づいて光源の光量が制
御され、画像が走査露光される。光源としては、レーザ（半導体レーザ）を用いる場合に
は、デューティ制御によって光量が制御されたレーザビームの光軸を振り子の如く往復移
動させることにより主走査を行い、感光材料１６の移動を副走査とすればよい。
【００５４】
また、光源として、ＬＥＤ等の主走査方向に配列してＬＥＤアレイを用いる場合には、Ｌ
ＥＤ光源を電流又は電圧制御して光量を制御し、１主走査を同時期に行うようにすればよ
い。
【００５５】
露光が終了すると、露光後の感光材料１６は、水塗布部５０に送られる。水塗布部５０に
おいて画像形成用溶媒としての水が塗布された感光材料１６は、搬送ローラ３４によって
熱現像転写部１２０の一対の無端ベルト１２２、１２４間へ送り込まれる。
【００５６】
他方、感光材料１６へ走査露光されるに伴って、受像材料１０８も受材マガジン１０６か
らニップローラ１１０によって引き出されて搬送される。受像材料１０８が所定長さ引き
出されると、カッタ１１２が作動して受像材料１０８が所定長さに切断される。
【００５７】
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カッタ１１２の作動後は、切断された受像材料１０８がガイド板によって案内されながら
搬送ローラ１３２、１３４、１３６、１３８によって搬送される。受像材料１０８の先端
部が搬送ローラ１３８によって挟持されると、受像材料１０８は熱現像転写部１２０の直
前で待機状態となる。
【００５８】
そして、前述のように感光材料１６が搬送ローラ３４によって一対の無端ベルト１２２、
１２４間へ送り込まれるのに伴って、受像材料１０８の搬送が再開されて、一対の無端ベ
ルト１２２、１２４間へ受像材料１０８が感光材料１６と一体的に送り込まれる。
【００５９】
この結果、感光材料１６と受像材料１０８が重ねられ、感光材料１６と受像材料１０８と
が加熱板１２６により加熱されつつ挟持搬送されて、熱現像転写を行って画像が受像材料
１０８に形成される。
【００６０】
さらに、一対の無端ベルト１２２、１２４からこれらが排出されると、受像材料１０８よ
りも所定長さ先行して搬送される感光材料１６の先端部に剥離爪１２８が係合し、感光材
料１６の先端部を受像材料１０８から剥離する。この感光材料１６は、さらに感材排出ロ
ーラ１４８によって搬送され、廃棄感光材料収容部１５０内に集積される。この際、感光
材料１６はすぐに乾燥するので、感光材料１６を乾燥させる為に、ヒータ類をさらに設け
る必要はない。
【００６１】
一方、一対の無端ベルト１２２、１２４に挟まれて熱現像転写処理されて所定の画像が形
成（記録）された受像材料１０８は、一対の無端ベルト１２２、１２４から排出された後
に、複数の受材排出ローラ１６２、１６４、１６６、１６８、１７０によって挟持搬送さ
れて装置外のトレイ１７２へ排出される。
【００６２】
そして、複数枚の画像記録処理を実施する場合には、以上の工程が順次連続して行なわれ
る。
【００６３】
以上の如く、本実施の形態に係る画像読取／記録装置１０では、画像データを得るための
スキャナ部ＳＣＮにおける画像読取系が、ＣＣＤラインセンサ２３０が設けられたアナロ
グ回路基板２４０とデジタル回路基板２４４とに二分割されて構成されるため、装置のス
ペースを有効に利用することができ、装置を最小限に小型化することが可能になる。
【００６４】
また、アナログ回路基板２４０とデジタル回路基板２４４とはフレキシブルケーブル２４
２によって電気的に接続された構成であるため、アナログ回路基板２４０（ＣＣＤライン
センサ２３０）を位置調整する際やその後に、各部に不要な力が加わることがなく、また
位置調整のための作業性も向上する。
【００６５】
【発明の効果】
以上説明した如く本発明に係る画像記録装置では、装置を最小限に小型化することが可能
になるという優れた効果を有している。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像記録装置の概略全体構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る画像記録装置のアナログ回路基板及びデジタル回路基
板の正面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る画像記録装置のアナログ回路基板及びデジタル回路基
板の図２に対応する斜視図である。
【符号の説明】
１０　　画像読取／記録装置
ＳＣＮ　　スキャナ部
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ＰＲＴ　　プリンタ部
２０８　　走査部
２１０　　光源
２１４　　第１のキャリッジ
２２０　　第２のキャリッジ
２２８　　固定ユニット
２３０　　ＣＣＤラインセンサ（固体撮像素子）
２４０　　アナログ回路基板
２４２　　フレキシブルケーブル
２４４　　デジタル回路基板
２４６　　遮光カバー
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